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要
旨

本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
本
府
省
業
務
調
整
手
当
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
退
職
手
当
の
例
に

準
じ
て
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
返
納
事
由
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
、
防
衛
省
の
職
員
の
昇
給
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
防
衛
省
の
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
手
当
と
し
て
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
を
新
設
す
る
。

三
、
退
職
手
当
の
例
に
準
じ
て
退
職
後
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
若
年
定
年
退
職
者

給
付
金
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
な
ど
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
新
た
な
支
給
制
限
及
び
返
納

の
制
度
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
本
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
一
般
職
国
家
公
務
員
の
昇
給
に
関
す

る
改
正
規
定
の
施
行
日
か
ら
、
三
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。


